
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

大
分
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
当
決
定
及
び
縦
覧
（
市
町
村
営
事
業
）
…
…
…
…
…
…
…
二

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

教
育
委
員
会
告
示

平
成
二
十
八
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
四

公
安
委
員
会
告
示

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
農
業
大
学
校
農
学
部
の
学
生
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
五
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
大
津
町
二
丁
目
一
番
四
十
一
号

社
会
福
祉
法
人
大
分
県
社
会
福
祉
協
議
会

会
長

髙

橋

勉

二

委
託
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
五
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

大
分
ラ
グ
ビ
ー
ス
ク
ー
ル

三

代
表
者
の
氏
名

久

民

昭

一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
大
字
森
三
百
番
地
の
三
十
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
大
分
県
内
の
児
童
及
び
生
徒
に
対
し
て
ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
と
い
う
団
体
競
技
を

指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
ラ
グ
ビ
ー
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
又
は
児
童
等
の
豊
か
な
人
間
形
成
の
構
築
を

目
指
し
、
行
政
・
地
域
・
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
三
位
一
体
の
活
動
を
組
織
的
に
支
援
・
協
力
・
運
営
す
る
こ

と
に
よ
り
、
明
る
く
た
く
ま
し
い
心
身
を
つ
く
る
環
境
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
社
会
貢
献
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

特
定
非
営
利
活
動
の
種
類
の
変
更

事
業
の
変
更

会
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 金 曜 日 ）

第
二
七
八
〇
号

五
月
二
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事
業
主
体

事
業
名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

姫
島
村

農
業
体
質
強
化

基
盤
整
備
促
進

事
業

達
磨
地
区

平
二
八
・

五
・
二
〇
か
ら

平
二
八
・

六
・

九
ま
で

姫
島
村
役
場

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

竹
田
市

平
二
四
・
一
二
・
一

八
か
ら
平
二
七
・

二
・
二
三
ま
で

竹
田
市
大
字
次
倉
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

竹
田
市
大
字
次
倉

の
一
部

平
二
八
・

五
・

九

九
重
町

平
二
五
・
六
・
二
七

か
ら
平
二
七
・
一

〇
・
一
三
ま
で

玖
珠
郡
九
重
町
大
字

田
野
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

玖
珠
郡
九
重
町
大

字
田
野
の
一
部

平
二
八
・

五
・

九

佐
伯
市

平
二
五
・
七
・
四
か

ら
平
二
七
・
三
・
三

ま
で

佐
伯
市
大
字
青
山
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

佐
伯
市
大
字
青
山

の
一
部

平
二
八
・

五
・

九

杵
築
市

平
二
五
・
六
・
一
八

か
ら
平
二
七
・
一

〇
・
一
四
ま
で

杵
築
市
大
字
溝
井
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

杵
築
市
大
字
溝
井

の
一
部

平
二
八
・

五
・

九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

委
託
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校

豊
後
高
田
市
中
真
玉
二
一
四
四
番
地
一
二

豊
後
高
田
市
体
育
協
会

会

長

永

松

博

文

大
分
県
立
国
東
高
等
学
校
双
国
校

国
東
市
国
見
町
伊
美
三
八
八
四
番
地

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｋ
笑
人
ク
ラ
ブ

理
事
長

丸

山

順

道

大
分
県
立
津
久
見
高
等
学
校
海
洋
科
学
校

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
の
一
〇
七
番
五
六
二

臼
杵
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

板

井

定

治

大
分
県
立
中
津
南
高
等
学
校

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
体
育
協
会

会

長

内

尾

伸

行

大
分
県
立
三
重
総
合
高
等
学
校
久
住
校

竹
田
市
大
字
会
々
一
六
五
〇
番
地

竹
田
市
体
育
協
会

会

長

首

藤

勝

次

大
分
県
立
芸
術
緑
丘
高
等
学
校

大
分
市
上
野
町
四
番
五
号

ひ
し
の
み
ク
ラ
ブ

会

長

平

松

義

広

総
会
に
関
す
る
事
項
の
変
更

理
事
会
に
関
す
る
事
項
の
変
更

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
主
体
か
ら
の
換
地
計
画
認
可
申
請
を
適
当
と

決
定
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

委
託
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名
並
び
に
受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



大
分
県
立
日
田
三
隈
高
等
学
校

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
―
一

日
田
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

石

井

吉

人

大
分
県
立
日
田
林
工
高
等
学
校

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
―
一

日
田
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

石

井

吉

人

大
分
県
立
由
布
高
等
学
校

由
布
市
庄
内
町
大
龍
二
一
三
一
由
布
市
庄
内
体
育
セ
ン
タ
ー
内

み
こ
と
ス
マ
イ
ル
イ
ン
ク
ラ
ブ

会

長

新

井

一

徳

大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校

杵
築
市
大
字
本
庄
二
〇
〇
五
番
地

杵
築
市
体
育
協
会

会

長

永

松

悟

大
分
県
立
三
重
総
合
高
等
学
校

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
〇
〇
番
地

三
重
町
ス
ポ
ー
ツ
振
興
会

会

長

神
志
那

正

大
分
県
立
新
生
支
援
学
校

大
分
市
玉
沢
一
〇
三
番
地

わ
さ
だ
夢
ク
ラ
ブ

会

長

安

東

房

吉

大
分
県
立
大
分
支
援
学
校

大
分
市
横
田
一
―
一
七
―
四
〇
第
一
芙
容
荘
一
〇
七

Ｏ
Ｚ
Ａ
Ｉ
元
気
ク
ラ
ブ

会

長

河

越

康

秀

大
分
県
立
聾
学
校

大
分
市
田
室
町
三
番
三
七
号

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
お
お
み
ち
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ

会

長

園

田

幸

一

大
分
県
立
中
津
支
援
学
校

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
体
育
協
会

会

長

内

尾

伸

行

職
務
内
容

平
成
２８年

８
月
１
日
以
降
大
分
県
立
津
久
見
高
等
学
校

海
洋
科
学
校
に
勤
務
し
、
同
校
所
属
の
実
習
船
の
機
関
員

と
し
て
、
各
種
航
海
に
お
け
る
運
行
及
び
当
該
実
習
船
の

維
持
・
管
理
等
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

採
用
予
定
者
数

１
人

職
種

海
事
職
（
機
関
員
）

平
成
２８年

５
月
２０日

（
金
）
か
ら
同
年
６
月
１５日

（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
及

び
土
曜
日
を
除
く
。
）

願
書
受
付
期
間

・
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
３０～

１７：
１５と

す
る
。

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
海
事
職
（
機
関
員
）
願
書
在
中
」
と
朱
書
き

す
る
こ
と
。

・
平
成
２８年

６
月
１５日

（
水
）
到
着
の
も
の
（
必
着
）
ま
で
有
効
と
す
る
。

①
持
参
に
よ
る

場
合

②
郵
送
に
よ
る

場
合

二

委
託
の
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

平
成
二
十
八
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
を
次
の
要
項
に
よ
り
実
施
す

る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大

分

県

教

育

委

員

会

平
成
２８年

度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項

大
分
県
教
育
委
員
会

１
目
的

大
分
県
立
学
校
の
海
事
職
（
機
関
員
）
を
志
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
平
成
２８年

度
採
用
に
当
た
っ
て
の

選
考
資
料
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
。

２
選
考
対
象
の
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
内
容

３
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１４９号

）
に
規
定
す
る
五
級
海
技
士
（
機

関
）
の
免
状
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
免
状
を
現
に
有
し
て
い
る
者

⑵
昭
和
３６年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

⑶
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

⑷
平
成
２８年

８
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

４
出
願
等
手
続

⑴
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法

提
出
方
法
は
、
次
の
①
又
は
②
と
す
る
。

⑵
書
類
の
提
出
先

大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

三



・
個
人
面
接
（
３０分

）
人
物
・
教
養
・
専
門
性
な
ど
に
つ
い
て
の
個
人
面
接

・
受
験
票
送
付
の
際
、
受
験
者
ご
と
に
日
程
を
通
知
す
る
。

試
験
内
容

日
程
〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

大
分
県
教
育
庁
教
育
人
事
課
採
用
試
験
・
免
許
班

郵
便
番
号

８７０―
８５０３

電
話
（
０９７）

５０６―
５５１７

⑶
提
出
書
類

（
注
意
）
ア
必
要
書
類
及
び
記
載
事
項
が
不
備
の
場
合
は
、
受
け
付
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

イ
願
書
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

ウ
願
書
、
受
験
票
及
び
自
己
紹
介
書
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

か
ら
も
入
手
で
き
る
。

エ
受
験
料
は
不
要
で
あ
る
。

⑷
受
験
票
の
交
付

平
成
２８年

６
月
１７日

（
金
）
頃
本
人
宛
て
発
送
す
る
。

５
選
考

⑴
期
日

平
成
２８年

６
月
２５日

（
土
）

⑵
試
験
場

大
分
県
庁
舎
別
館
８
階

８５会
議
室
（
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
）

（
注
意
）
受
験
者
に
よ
る
県
庁
舎
駐
車
場
の
利
用
は
で
き
な
い
。

⑶
試
験
内
容
及
び
日
程

⑷
携
行
品

受
験
票

⑸
選
考
結
果

選
考
の
結
果
は
、
平
成
２８年

６
月
３０日

（
木
）
午
前
９
時
に
、
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
の
県
政
掲
示

板
（
県
民
室
横
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
文
書
で
通
知
す

る
。
ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.

oita-ed.jp/）
に
も
掲
載
す
る
。

６
試
験
の
配
点

個
人
面
接

２００点
７
得
点
等
の
送
付
・
開
示

受
験
者
全
員
に
対
し
て
、
選
考
試
験
の
得
点
を
、
選
考
試
験
の
結
果
の
通
知
と
と
も
に
送
付
す
る
（
口

頭
に
よ
る
開
示
（
簡
易
開
示
）
は
行
わ
な
い
。
）
。

８
合
格
者
の
行
う
手
続

合
格
者
は
、
指
定
す
る
日
ま
で
に
採
用
の
た
め
の
必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳
細
は
、
合
格
者
に

対
し
て
通
知
す
る
。

９
採
用
及
び
給
与

⑴
合
格
者
は
、
平
成
２８年

８
月
１
日
以
降
採
用
す
る
。

⑵
選
考
試
験
の
合
格
者
で
あ
っ
て
も
、
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
採
用
し
な
い
。

①
受
験
資
格
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

②
大
分
県
教
育
関
係
職
員
健
康
診
断
審
議
会
の
審
議
の
結
果
、
「
就
労
不
可
」
と
判
断
さ
れ
た
場

合
⑶
願
書
等
の
記
載
事
項
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
や
、
県
職
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
違
行
為
が
あ

っ
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

⑷
採
用
時
の
給
料
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３２年

大
分
県
条
例
第
３９号

）
等
の
規
定
に

基
づ
き
決
定
す
る
。
そ
の
他
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
・
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

な
お
、
採
用
前
の
職
歴
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
。

１０
そ
の
他

携
帯
電
話
は
試
験
場
内
で
は
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
等
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。

注
意
事
項
等

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。

・
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

・
五
級
海
技
士
（
機
関
）
以
上
の
免
状
の
写
し
を
同
封
す
る
こ

と
。

・
８２円

切
手
を
貼
り
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
（
宛
名

は
「
○
○
様
」
と
す
る
こ
と
。
）
。

の
り

・
封
筒
の
規
格
は
、
２３．５㎝

×
１２㎝

（
長
形
３
号
）
、
糊
付
封
筒

と
す
る
（
両
面
テ
ー
プ
貼
付
可
）
。

・
所
定
の
も
の
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
す
る
こ
と
。
）

提
出
物

願
書

受
験
票

海
技
免
状
の
写
し

返
信
用
封
筒
２
枚

（
「
受
験
票
送
付
用
」
及
び

「
選
考
結
果
通
知
用
」
）

自
己
紹
介
書

①②③④⑤

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
選
管
委
告
示
）

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

四



大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
４９号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
２９第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
域
交

通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
委
嘱
し
た
。

平
成
２８年

５
月
２０日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

髙
橋

治
人

活
動
区
域

佐
伯
警
察
署
の
管
轄
区
域

住
所

佐
伯
市
大
字
稲
垣
８２７番

地

佐
伯
市
大
字
鶴
望
２９１０番

地
２

氏
名

出
納
康
男

祖
田
京
子

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日大

分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

三

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
別
養
護
老
人

中
津
市
大
字
上
如
水
一
八
二
四
―
五

を

ホ
ー
ム
悠
久
の
里

」

「
社
会
福
祉
法
人
聖
信
会
シ
ョ
ー

中
津
市
大
字
植
野
二
四
一
―
一

ト
ス
テ
イ
さ
蕨

社
会
福
祉
法
人
聖
信
会
特
別
養

〃

大
字
植
野
二
四
一
―
一

に
、

護
老
人
ホ
ー
ム
さ
蕨

サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
別
養
護
老
人

〃

大
字
上
如
水
一
八
二
四
―
五

ホ
ー
ム
悠
久
の
里

」

「
悠
々
居
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

〃

大
字
三
宅
一
七
六
三
―
一

竹
田
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
南
山

〃

大
字
吉
田
二
〇
四

を

荘

」

「
悠
々
居
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

〃

大
字
三
宅
一
七
六
三
―
一
」
に
改
め
る
。

〇
公
安
委
員
会
告
示

〇
公

告

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
農
業
大
学
校
農
学
部
の
学
生
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

募
集
定
員

六
十
人

二

修
業
年
限

二
年

三

入
学
料

五
千
六
百
五
十
円

四

授
業
料

年
額

十
一
万
八
千
八
百
円

五

受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
二
十
九
年
三
月
卒
業
見
込
み
の
者

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者

六

試
験
区
分

１

推
薦
入
学
試
験

２

一
般
入
学
試
験

七

試
験
方
法

１

筆
記
試
験

２

面
接
試
験

八

筆
記
試
験
の
科
目

１

推
薦
入
学
試
験

必
須
科
目

小
論
文
及
び
数
学
Ⅰ

２

一
般
入
学
試
験

必
須
科
目

国
語
総
合
及
び
数
学
Ⅰ

選
択
科
目

生
物
基
礎
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅰ
（
英
語
Ⅰ
）
、
農
業
と
環
境
の
う
ち
か
ら

一
科
目
選
択

九

出
願
手
続

入
学
願
書
に
次
の
書
類
及
び
入
学
考
査
料
（
二
千
二
百
円
）
を
添
え
て
大
分
県
立
農
業
大
学
校
に
提
出

す
る
こ
と
。

１

受
験
票

２

最
終
学
校
の
調
査
書

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
安
委
告
示
・
公
告
）

五



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

衛

藤

泰

雄

大
分
市
大
字
木
上
一
四
四
九
番
地
の
二

〃

池

邉

修

次

〃

大
字
木
上
一
三
四
九
番
地

〃

髙

橋

武

美

〃

大
字
木
上
一
四
七
一
番
地

〃

渡

邉

時

夫

〃

大
字
木
上
一
三
六
四
番
地
の
二

〃

渡

邉

末

晴

〃

大
字
木
上
一
七
八
二
番
地
の
一

監

事

水

橋

勝

利

〃

大
字
木
上
一
四
八
九
番
地

〃

渡

邉

信

郎

〃

大
字
木
上
一
七
五
三
番
地

〃

渡

邉

福

美

〃

大
字
木
上
一
四
六
八
番
地
の
一

役

名

氏

名

住

所

理

事

渡

邉

信

郎

大
分
市
大
字
木
上
一
七
五
三
番
地

〃

衛

藤

隆

〃

大
字
木
上
一
五
二
〇
番
地
の
四

〃

池

部

俊

之

〃

大
字
木
上
一
四
〇
七
番
地

〃

髙

橋

正

行

〃

大
字
木
上
一
四
九
一
番
地

〃

�

藤

美

徳

〃

大
字
木
上
一
六
一
九
番
地
の
二

監

事

衛

藤

泰

雄

〃

大
字
木
上
一
四
四
九
番
地
の
二

〃

池

邉

修

次

〃

大
字
木
上
一
三
四
九
番
地

〃

渡

邉

幸

市

〃

大
字
木
上
一
七
八
一
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

３

写
真
（
最
近
三
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
・
正
面
・
上
半
身
で
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
の
も
の
）
二
葉

（
裏
に
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
。
）

４

健
康
診
断
書
（
平
成
二
十
七
年
度
以
前
に
高
等
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
の
み
必
要
）

５

履
歴
書
（
平
成
二
十
七
年
度
以
前
に
高
等
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
の
み
必
要
）

６

推
薦
書
（
推
薦
入
学
試
験
受
験
者
の
み
必
要
）

７

三
百
九
十
二
円
切
手

十

願
書
受
付
期
間

１

推
薦
入
学
試
験

平
成
二
十
八
年
十
月
三
日
（
月
）
か
ら
十
月
十
八
日
（
火
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
同
日

の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

２

一
般
入
学
試
験

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
（
木
）
か
ら
十
二
月
二
十
二
日
（
木
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合

は
同
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

十
一

試
験
期
日

１

推
薦
入
学
試
験

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
六
日
（
水
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら

２

一
般
入
学
試
験

平
成
二
十
九
年
一
月
十
二
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら

十
二

試
験
場
所

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
二
千
三
百
二
十
八
番
地
一

大
分
県
立
農
業
大
学
校

十
三

合
格
発
表

１

推
薦
入
学
試
験

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
（
金
）
正
午
に
大
分
県
立
農
業
大
学
校
で
行
う
と
と
も
に
本
人
あ
て

通
知
す
る
。

２

一
般
入
学
試
験

平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日
（
月
）
正
午
に
大
分
県
立
農
業
大
学
校
で
行
う
と
と
も
に
本
人
あ
て
通

知
す
る
。

十
四

そ
の
他

受
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
大
分
県
立
農
業
大
学
校
教
務
課
（
電
話
〇
九
七
四
―
二
二
―
七
五

八
二
）
に
す
る
こ
と
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
稙
田
土

地
改
良
区
（
大
分
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六



役

名

氏

名

住

所

理

事

朝

野

淸

大
分
市
大
字
豊
饒
七
二
番
地

〃

油

布

丁

一

由
布
市
挾
間
町
挾
間
五
〇
八
番
地
三

〃

阿

部

一

憲

大
分
市
大
字
賀
来
二
〇
五
八
番
地

〃

後

藤

一

郎

〃

勢
家
町
三
丁
目
四
番
三
四
号

〃

三
ヶ
㞍

正

洋

〃

大
字
東
院
三
六
七
番
地

〃

小

野

博

市

〃

大
字
中
尾
八
四
八
番
地

〃

後

藤

文

夫

〃

大
字
奥
田
四
九
番
地
の
五

〃

加

藤

吉

雄

由
布
市
挾
間
町
向
原
二
二
八
番
地
二

〃

衞

�

榮

一

大
分
市
大
字
荏
隈
四
六
五
番
地

監

事

古

城

久

〃

元
町
五
番
四
八
号

〃

佐

�

晴

彦

〃

大
字
羽
屋
一
〇
六
六
番
地
五

〃

工

藤

幸

信

〃

大
字
国
分
一
二
一
〇
番
地

〃

加

藤

明

彦

由
布
市
挾
間
町
下
市
六
四
四
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

後

藤

文

夫

大
分
市
大
字
奥
田
四
九
番
地
の
五

〃

朝

野

淸

〃

大
字
豊
饒
七
二
番
地

〃

馬

場

幸

雄

〃

大
字
平
横
瀬
二
二
六
番
地

〃

安

部

雅

己

〃

大
字
中
尾
七
七
五
番
地
の
一

〃

秦

和

惠

〃

賀
来
南
二
丁
目
一
〇
番
八
号

〃

甲

斐

文

雄

〃

大
字
野
田
四
七
五
番
地

〃

園

田

義

一

由
布
市
挾
間
町
向
原
四
五
四
番
地
二

監

事

後

藤

一

郎

大
分
市
勢
家
町
三
丁
目
四
番
三
四
号

〃

佐

藤

尚

武

〃

大
字
宮
苑
二
八
八
番
地
の
一

〃

藤

川

厚

由
布
市
挾
間
町
北
方
六
七
四
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

中

野

靖

隆

日
田
市
大
字
東
有
田
三
一
五
五
番
地

〃

宮

崎

憲

一

〃

大
字
有
田
八
六
九
番
地
一

〃

中

野

正

之

〃

大
字
東
有
田
三
一
六
〇
番
地

〃

佐

藤

義

孝

〃

大
字
東
有
田
三
一
三
一
番
地

〃

石

田

庄

三

〃

大
字
東
有
田
三
三
二
三
番
地

監

事

石

田

一

喜

〃

大
字
東
有
田
三
〇
五
九
番
地

〃

野

村

勉

〃

大
字
有
田
一
〇
六
四
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

中

野

靖

隆

日
田
市
大
字
東
有
田
三
一
五
五
番
地

〃

石

田

敏

英

〃

大
字
東
有
田
三
〇
一
四
番
地

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
初
瀬
井
路

土
地
改
良
区
（
大
分
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
池
辺
土
地

改
良
区
（
日
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

っ
た
。平

成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七



〃

井

上

邦

利

〃

大
字
東
有
田
三
一
一
九
番
地
三

〃

佐

藤

政

興

〃

大
字
東
有
田
三
一
六
三
番
地

〃

今

津

祐

治

〃

大
字
求
来
里
三
六
四
番
地

監

事

長

尾

一

郎

〃

大
字
東
有
田
三
二
四
四
番
地

〃

財

津

辰

三

〃

大
字
有
田
七
二
五
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

小
田
部

博

豊
後
大
野
市
千
歳
町
高
畑
七
九
九
番
地

〃

柴

山

茂

行

〃

千
歳
町
柴
山
八
二
〇
番
地

〃

後

藤

強

〃

千
歳
町
高
畑
一
一
〇
七
番
地

〃

山

村

克

己

〃

千
歳
町
高
畑
四
三
四
番
地

〃

神

田

ヨ
シ
コ

〃

千
歳
町
柴
山
四
四
四
番
地
一

監

事

柴

山

康

文

〃

千
歳
町
柴
山
三
七
二
番
地
一

〃

麻

生

義

隆

〃

千
歳
町
柴
山
二
八
五
番
地
三

〃

加

藤

至

誠

〃

千
歳
町
高
畑
九
三
一
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

宇

𡈽

安

賀

豊
後
大
野
市
千
歳
町
柴
山
四
七
九
番
地

〃

石

田

幸

範

〃

千
歳
町
高
畑
四
四
二
番
地

〃

柴

山

秋

吉

〃

千
歳
町
新
殿
七
五
一
番
地
一

〃

益

永

数

美

〃

千
歳
町
柴
山
七
五
三
番
地

〃

後

藤

フ
キ
子

〃

千
歳
町
高
畑
一
一
〇
九
番
地

監

事

尾

石

正

忠

〃

千
歳
町
柴
山
二
五
九
番
地

〃

加

藤

三

男

〃

千
歳
町
高
畑
七
〇
九
番
地

〃

小
田
部

等

〃

千
歳
町
高
畑
七
九
四
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

木

付

直

治

速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
六
五
五
五
番
地
一

〃

木

付

幸

一

〃

大
字
藤
原
五
〇
一
八
番
地
五

〃

宮

田

博

仁

〃

大
字
藤
原
六
四
五
八
番
地
一

〃

工

藤

要

一

〃

大
字
藤
原
五
二
五
四
番
地
四
〇

〃

二

宮

敬

弘

〃

大
字
藤
原
五
一
六
五
番
地

〃

前

田

史

朗

〃

大
字
藤
原
五
八
四
〇
番
地
五

〃

楠

賢

治

〃

大
字
藤
原
六
四
五
九
番
地

監

事

佐

嶋

浩

明

〃

大
字
藤
原
六
五
四
八
番
地

〃

二

宮

洋

二

〃

大
字
藤
原
五
〇
九
四
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

木

付

直

治

速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
六
五
五
五
番
地
一

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
柴
土
地

改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
藤
原
土
地

改
良
区
（
速
見
郡
日
出
町
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

八



〃

木

付

幸

一

〃

大
字
藤
原
五
〇
一
八
番
地
五

〃

工

藤

要

一

〃

大
字
藤
原
五
二
五
四
番
地
四
〇

〃

宮

田

博

仁

〃

大
字
藤
原
六
四
五
八
番
地
一

〃

二

宮

敬

弘

〃

大
字
藤
原
五
一
六
五
番
地

〃

前

田

史

朗

〃

大
字
藤
原
五
八
四
〇
番
地
五

〃

楠

賢

治

〃

大
字
藤
原
六
四
五
九
番
地

監

事

二

宮

洋

二

〃

大
字
藤
原
五
〇
九
四
番
地

〃

長

野

典

明

〃

大
字
藤
原
六
五
一
三
番
地
一
の
一
の
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

物
品
等
の
名
称

規

格

等

購
入
見
込
数
量

新
規
用
カ
ー
ド

九
〇
〇
枚
入
り

一
五
箱

一
般
用
カ
ー
ド

〃

一
一
一
箱

優
良
用
カ
ー
ド

〃

一
〇
〇
箱

リ
ボ
ン
セ
ッ
ト

二
、
〇
〇
〇
枚
用

一
〇
一
箱

運
転
経
歴
証
明
書
用
カ
ー
ド

三
〇
〇
枚
入
り

四
箱

物
品
等
の
名
称

規

格

等

金
額
（
一
箱
当
た
り
）

新
規
用
カ
ー
ド

九
〇
〇
枚
入
り

一
八
五
、
六
五
二
円

一
般
用
カ
ー
ド

〃

〃

優
良
用
カ
ー
ド

〃

〃

リ
ボ
ン
セ
ッ
ト

二
、
〇
〇
〇
枚
用

一
二
九
、
〇
六
〇
円

運
転
経
歴
証
明
書
用
カ
ー
ド

三
〇
〇
枚
入
り

一
六
二
、
六
四
八
円

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
作
成
用
消
耗
品

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

大
分
市
大
字
松
岡
六
千
六
百
八
十
七
番
地

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

朝

長

通

博

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
番
十
七
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

九


